
都市公園における除草の時期について 

 

令和８年 4 月        

(公財)亀山市地域社会振興会 

 

 都市公園ネットの登録者等から、公園の除草の時期を明示してほしいとの要

望が多く聞かれます。 

 これにつきましては、過去２箇年の各公園における除草の時期を、４月から

３月の各月の前半(１日～１５日)と後半(１６日～月末)別に記載をした表を掲

載しています。今年の除草の時期については、これらの表を参考にしてくださ

い。 

今年の具体的な除草の日程をお知りになりたい場合は、次のいずれかの連絡

方法で、当振興会業務課へお尋ねください。ただし、除草の日程については直前

に決定するため、お知らせできない場合があることをご理解ください。 

【連絡方法】 

 ① 振興会業務課へ直接電話をする。（℡ 0595-82-7111） 

 ➁ 振興会ＨＰ⇒『亀山市都市公園』⇒『問い合わせ』からメールをする。 

 

 ※ また、都市公園については、現在当振興会は１０８公園について、亀山市

から指定管理者の指定を受け管理をしています。 

   公園番号１の亀山公園、２の東野公園、３の西野公園の３公園について

は、大規模公園のため、振興会の管理人が一年を通して管理しています。そ

れ以外の、公園番号４～１０８の公園を表記しています。 



令和7年度 都市公園作業実施状況表（前半：１日～１５日、後半：１６日～月末）
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4 天 神 公 園 0.26 ◯ ◯

5 本 町 公 園 0.48 ◯ ◯

6 東 町 公 園 0.15 ◯ ◯

7 住 山 公 園 0.43 ◯ ◯

8 和 田 公 園 0.23 ◯ ◯

9 み ゆ き 公 園 0.30 ◯ ◯

10 の ぼ の の 森 公 園 2.00 ◯ ◯

11 鈴 鹿 川 一 里 塚 公 園 0.41 ◯ ◯

12 能 褒 野 町 第 一 公 園 0.01 ◯ ◯

13 み ど り 町 第 一 公 園 （ 中 央 ） 0.57 ◯ ◯

14 み ど り 町 第 二 公 園 （ 小 学 校 北 ） 0.29 ◯ ◯

15 み ど り 町 第 三 公 園 （ 調 整 池 ） 0.26 ◯ ◯

16 み ど り 町 第 四 公 園 （ 古 墳 ） 0.21 ◯ ◯

17 み ど り 町 第 五 公 園 （ 西 ） 0.09 ◯ ◯

18 み ど り 町 第 六 公 園 （ 北 信 北 ） 0.08 ◯ ◯

19 み ず ほ 台 第 一 公 園 （ 中 央 ） 0.17 ◯ ◯

20 み ず ほ 台 第 二 公 園 （ 西 ） 0.54 ◯ ◯

21 み ず ほ 台 第 三 公 園 （ 東 ） 0.41 ◯ ◯

22 み ず ほ 台 第 四 公 園 （ 南 ） 0.11 ◯ ◯

23 み ず ほ 台 第 五 公 園 （ こ と ぶ き ） 0.02 ◯ ◯

24 み ず き が 丘 第 一 公 園 （ 中 央 ） 0.58 ◯ ◯

25 み ず き が 丘 第 二 公 園 （ さ く ら ） 0.12 ◯ ◯

26 み ず き が 丘 第 三 公 園 （ ほ の ぼ の ） 0.30 ◯ ◯

27 み ず き が 丘 第 四 公 園 （ わ ん ぱ く ） 0.24 ◯ ◯

28 川 合 町 第 一 公 園 （ 山 神 戸 ） 0.05 ◯ ◯

29 川 合 町 第 二 公 園 （ 山 田 ） 0.02 ◯ ◯

30 川 合 町 第 三 公 園 （ メ ー プ ル ） 0.04 ◯ ◯

31 ひ と み ヶ 丘 第 一 公 園 0.10 ◯ ◯

32 和 田 町 第 二 公 園 （ 団 地 ） 0.02 ◯ ◯

33 和 田 一 里 塚 広 場 0.04 ◯ ◯

34 栄 町 第 一 公 園 （ 柴 戸 ） 0.01 ◯ ◯

35 栄 町 第 二 公 園 （ 西 野 ） 0.01 ◯ ◯

36 栄 町 第 三 公 園 0.01 ◯ ◯

37 本 町 広 場 0.02

38 本 町 第 三 公 園 （ 大 工 山 ） 0.02 ◯ ◯

39 北 鹿 島 町 第 一 公 園 0.01 ◯ ◯

40 東 町 ふ れ あ い 広 場 0.16 ◯ ◯

41 亀 田 町 第 一 公 園 0.01 ◯ ◯

42 亀 田 町 第 二 公 園 （ 住 宅 団 地 ） 0.07 ◯ ◯

43 羽 若 町 第 一 公 園 （ ウ ッ デ ィ タ ウ ン ） 0.03 ◯ ◯

44 羽 若 町 第 二 公 園 （ 西 野 ） 0.01 ◯ ◯

45 ア イ リ ス 町 第 一 公 園 0.29 ◯ ◯

46 ア イ リ ス 町 中 央 公 園 0.31 ◯ ◯

47 ア イ リ ス 町 第 二 公 園 0.03 ◯ ◯

48 ア イ リ ス 町 第 三 公 園 0.06 ◯ ◯

49 あ た ご 第 一 公 園 0.18 ◯ ◯

50 あ た ご 第 二 公 園 0.04 ◯ ◯

51 野 村 一 里 塚 休 憩 所 0.02 ◯ ◯

52 西 丸 歴 史 広 場 0.20 ◯ ◯

53 山 下 町 第 一 公 園 0.06 ◯ ◯

54 天 神 四 丁 目 第 一 公 園 0.02 ◯ ◯

55 名 阪 工 業 団 地 第 二 公 園 1.52 ◯ ◯

56 田 村 町 第 一 公 園 （ 西 山 ） 0.02 ◯ ◯

２月 ３月

環 境 美 化 ボ ラ ン テ ィ ア に よ る 取 組 を 支 援
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57 川 合 町 第 四 公 園 0.02 ◯ ◯

58 北 町 第 一 公 園 0.03 ◯ ◯

59 亀 田 町 第 三 公 園 0.1 ◯ ◯

60 名 阪 工 業 団 地 第 三 公 園 （ 駐 車 場 ） 0.1 ◯ ◯

61 名 阪 工 業 団 地 第 四 公 園 0.65 ◯ ◯

62 名 阪 工 業 団 地 第 五 公 園 0.73 ◯ ◯

63 泉 ヶ 丘 児 童 公 園 0.33 ◯ ◯

64 ま る や ま 公 園 1.12 ◯ ◯

65 鈴 鹿 川 河 川 敷 グ ラ ウ ン ド 0.66 ◯ ◯

66 名 阪 工 業 団 地 第 六 公 園 2.16 ◯ ◯

67 な か よ し 公 園 0.06 ◯ ◯

68 会 下 団 地 児 童 公 園 0.05 ◯ ◯

69 あ け ぼ の 台 児 童 公 園 0.04

70 関 ニ ュ ー タ ウ ン 児 童 公 園 0.04 ◯ ◯

71 鷲 山 ハ イ ツ 第 一 公 園 0.14 ◯ ◯

72 鷲 山 ハ イ ツ 第 二 公 園 0.04 ◯ ◯

73 木 崎 第 三 児 童 公 園 0.04 ◯ ◯

74 富 士 ハ イ ツ 公 園 0.46 ◯ ◯

75 二 本 松 公 園 0.08 ◯ ◯

76 ア イ リ ス 町 第 四 公 園 0.06 ◯ ◯

77 南 鹿 島 町 第 一 公 園 0.02 ◯ ◯

78 能 褒 野 町 第 二 公 園 0.01 ◯ ◯

79 水 辺 公 園 2.99 ◯ ◯

80 野 村 団 地 公 園 0.18 ◯ ◯

81 関 ヶ 丘 公 園 5.6 ◯ ◯

82 北 町 第 二 公 園 0.02 ◯ ◯

83 和 田 町 第 三 公 園 0.01 ◯ ◯

84 川 崎 町 第 一 公 園 0.02 ◯ ◯

85 天 神 二 丁 目 第 一 公 園 0.01 ◯ ◯

86 和 田 町 第 四 公 園 0.01 ◯ ◯

87 田 村 町 第 二 公 園 0.12 ◯ ◯

88 東 幸 町 第 一 公 園 0.02 ◯ ◯

89 川 合 町 第 五 公 園 0.01 ◯ ◯

90 羽 若 町 第 三 公 園 0.02 ◯ ◯

91 羽 若 町 第 四 公 園 0.03 ◯ ◯

92 川 合 町 第 六 公 園 0.02 ◯ ◯

93 川 合 町 第 七 公 園 0.03 ◯ ◯

94 川 合 町 第 九 公 園 0.03 ◯ ◯

95 中 央 広 場 1.27 ◯ ◯

96 西 町 第 一 公 園 0.02 ◯ ◯

97 高 塚 町 第 一 公 園 0.02 ◯ ◯

98 川 合 町 第 十 公 園 0.02 ◯ ◯

99 み ず ほ 台 第 六 公 園 0.01 ◯ ◯

100 川 合 町 第 十 三 公 園 0.03 ◯ ◯

101 和 田 町 第 五 公 園 0.02 ◯ ◯

102 椿 世 町 第 一 公 園 0.03 ◯ ◯

103 川 合 町 第 十 一 公 園 0.02 ◯ ◯

104 川 合 町 第 十 二 公 園 0.02 ◯ ◯

105 田 村 町 第 三 公 園 0.01 ◯ ◯

106 川 合 町 第 十 四 公 園 0.03 ◯ ◯

107 長 明 寺 町 第 一 公 園 0.03 ◯ ◯

108 布 気 町 第 一 公 園 0.02 ◯ ◯
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自 治 会 に よ る 取 組 を 支 援


